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熊本高等専門学校学寮給食及び学生教職員食堂業務委託に関する公募要領 

 

１．事業名  

熊本高等専門学校学寮給食及び学生教職員食堂業務委託 

 

２．事業の趣旨  

本校学寮給食業務及び学生教職員食堂業務委託は、教職員・学生への栄養バランスのとれ

た質の高い安全な食事の提供と、それに付随する業務の実施を趣旨とする。 

 

３．事業の内容  

詳細は別紙、業務委託契約書（案）、学寮給食業務委託実施細目及び学生教職員食堂業務

委託実施細目による。 

 

４．事業の実施場所及び対象人数等 

 【学寮給食業務】 

  熊本高等専門学校熊本キャンパス寮 

寮生数：（予定）約１７０名 

  熊本高等専門学校八代キャンパス寮 

寮生数：（予定）約２８０名 

 【学生教職員食堂業務】 

  熊本高等専門学校熊本キャンパス 

利用者数：（予定）１日当たり平均１００名※ 

  熊本高等専門学校八代キャンパス 

利用者数：（予定）１日当たり平均 ６５名※         ※長期休業期間を除く 

 

５．事業の契約期間 

令和８年４月１日～令和９年３月３１日 

ただし、本校からの申し出により、双方協議の上、委託期間開始日から起算して３年間を

限度として１年毎更新することができるものとする。  

 

６．参加する者に必要な資格に関する事項 

（１）独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第４条及び第５条の規定に該当し 

ない者であること。 

（２）契約担当役から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 

（３）契約担当役が定める暴力団員等に関係する者でないこと。 
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①役員等に、暴力団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）がいる法人等 

 ②暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している法人等 

 ③役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運

営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている法人等 

 ④役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営、若しくは運営に

実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の

維持運営に協力し、又は関与している法人等 

 ⑤役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している

法人等 

 ⑥役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これ

を利用するなどをしている法人等  

（４）過去５年間に３００名以上の人数を有する施設の給食業務を１２ヶ月以上（受託契約期

間を含む）継続して行った実績があること。 

 

７．企画提案書等の提出について  

（１）提出書類  

①企画競争参加表明書（別紙様式１）                    …１部 

②企画提案書（紙媒体。表紙は別紙様式２を使用）                …15部 

  企画提案書（電子データ）                                               …１式 

③公募要領６．の参加資格(1)、(2)、(3)について誓約した書類（様式有り）   …１部 

④過去５年間における給食業務の契約実績 

（３００名以上の人数を有する施設の給食業務を１２ヶ月以上継続して行った 

契約とし、契約期間を表示すること。）             …１部 

⑤損害賠償責任保険等の保険証写し     …１部 

⑥会社パンフレット（コピー可）                      …15部 

  ※上記提出書類の他、補足資料の提出を求める場合がある。 

 

（２）企画提案書等の提出先及び問い合わせ先  

〒８６６－８５０１ 熊本県八代市平山新町２６２７  

独立行政法人国立高等専門学校機構 熊本高等専門学校 管理課契約係  

ＴＥＬ：０９６５－５３－１２１６ ＦＡＸ：０９６５－５３－１２１９  

E-mail：ka-keiyaku@kumamoto-nct.ac.jp  
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（３）企画提案書等の提出方法及び提出期限 

提出方法：持参、郵送（簡易書留又は配達証明付き一般書留に限る。）又は宅配便（手渡し）

のいずれかの方法によること。 

提出期限：令和７年１１月２５日（火） １５時００分（必着） 

 

（４）企画提案書の補足説明  

・企画提案書表紙には、必ず所定の表紙（別紙様式２）を使用し、次に目次を付すこと。 

また、企画提案書には下段にページを付すこと。 

・企画提案書の用紙の大きさは、フロー及び図を除き、Ａ４縦判、横書きとする。 

・企画提案書に使用する文字の大きさは、10.5 ポイント以上とする。（ただし、フロー及び図

に使用する際は、この限りではない。） 

・企画提案書電子データの提出には、CD-R等の記憶媒体を用いること。なお、ファイル形式は

Word、Excel、PDF、PowerPointとすること。 

・提出された企画提案書は、返却しない。 

・企画提案書の本文は、以下の評価項目（a~x）に沿って作成すること。また、紙媒体には評価

項目ごとにインデックスを貼付すること。 

 

【共通事項】 

a．提供する食材について、食材調査票（別紙様式３）に基づき記載すること。 

また、食材の安全性確保と安定供給体制がどのように整備されているかを企画提案書に記載す

ること。 

b．学校行事等での食事の提供 

・寮において、課外活動等の行事の際に弁当の提供が可能か記載すること。 

・留学生等に対する歓迎会に対し、食事等の提供が可能か記載すること。 

c．給食業務の受託実績（３００名以上の人数を有する施設の給食業務を１２ヶ月以上継続して

行った契約の実績）について記載すること。 

d．会社の規模（資本金、常勤社員数、年間売上高、財務諸表など）について記載すること。 

e．寮給食及び学生教職員食堂従事者の管理体制（組織図、連絡体制等）について記載すること。 

f．利用者からの改善要求への対応について記載すること。 

g．食材の衛生管理に対する基本的指針等について記載すること。 

h．厨房・食堂の安全衛生管理に対する基本的指針等について記載すること。 

i．事故発生時（食中毒、事故、火災、地震及び台風等の災害等が発生した場合）の対応につい

て記載すること。 

j．事故発生時に、利用者への補償体制が保険加入等により整備されていることを具体的に（補

償範囲も含めて）記載すること。 
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k．受託者が業務を継続できなくなった場合、代行保証人を立てた契約に基づき、業務の継続が

可能か記載すること。 

 

【学寮給食】 

l．献立表 

実施細目に基づき、例として４月分献立表（２種類の選択メニューを含む。）を記載すること。

また、カロリー数を併せて記載すること。 

m．給食費の日額及び各食（朝食・昼食・夕食）の食品材料費を設定し、記載すること。 

n．特別メニューの提供 

・寮行事の際は、特別メニューの提供が可能か記載すること。また、提案者独自のイベント食

の提供が可能か記載すること。 

・疾病（例えば風邪）及びアレルギーを持つ学生に応じた食事をどのように提供するのか記載

すること。 

・宗教上の理由による特別食をどのように提供するのか記載すること。 

o．管理栄養士を常置できる体制（休暇や傷病による欠勤の場合を除く。）となっているのか記

載すること。 

p．利用者への栄養指導をどのように行うのか記載すること。 

q．教育機関における給食業務であることに対する貴社の考え方、寮生との関わり方や寮生への

サービス等について記載すること。 

r．給食費の取扱い、毎月の業務完了報告書の作成並びに報告及び光熱費の支払等の事務処理は

誰が行うかについて記載すること。 

s．給食従事者等の安全衛生、調理技術の向上に関する教育・研修の実施状況について記載する

こと。 

t.寮生を対象とした年２回以上のアンケート実施体制が確立されており、アンケートの結果に

対する改善等を行えるように対応策について記載すること。 

u.欠食の手続きに係る体制整備について記載すること。 

 

【学生教職員食堂】 

v．実施細目に基づき、例として献立（５種類以上の一品料理と一週間の日替わり定食を含む。）

を記載すること。また、１食当たりの料金を併せて記載すること。 

w．利用者数を増やすためにどのような工夫ができるか記載すること。 

x．これまでの記載項目以外に、本事業を適切に遂行するために、本校に有意義と思われる特記

事項（アピール点）があれば記載すること。 
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（５）企画提案書の無効  

企画提案書で次の各号に該当するものは、これを無効とする。  

・公募及び本要領に示した参加資格のない者の提出したもの  

・件名のないもの  

・提出期限までに本校に到着しなかったもの  

・虚偽の内容が記載されているもの 

・その他提案に関する条件に違反したもの  

 

（６）その他  

・本要領等に対する質問がある場合は、書面(任意)又はE-mailにより提出すること。  

・企画提案書に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。  

・企画提案書は、本手続き以外に提案者に無断で使用しない。ただし、提案者の公正性、

透明性及び客観性を確保するため必要があるときは、公表することがある。  

・企画提案書の作成のために本校より受領した資料は、本校の了解なく公表又は他の目的

のために使用することはできない。  

 

８．選定方法等  

（１）選定方法  

書類審査及びプレゼンテーション 

提出された企画提案書に基づいたプレゼンテーションを行う。 

別に定めた審査基準に基づき、熊本高等専門学校学寮給食及び学生教職員食堂業務委託

事業者選定委員会において、各評価項目の得点合計が最も高い参加者を受託者として選定

する。 

（２）プレゼンテーション実施日等 

①実 施 日 ： 令和７年１２月１２日（金）※ 

        ※時間帯等については、後日通知する。 

②実施場所 ： 八代キャンパス 共通教育・管理棟２階 テレビ会議室  

③留意事項 ： 事業者選定委員は両キャンパスに分散して在籍しているため、プレゼ 

ンテーションの様子を撮影し、熊本キャンパス 管理棟２階 中会議室に 

て配信を行う。また、後日の審査・選定時の確認用として録画も行うの 

で、留意すること。 

 

      （３）選定結果の通知 

選定終了後、７日以内に全ての提案者に選定結果を通知する。  
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９．電気料、ガス料、水道料（令和６年度実績） 

本件業務に要する電気料、ガス料、水道料の令和６年度実績は以下のとおりである。 

  ・電気料   ４，５６３千円 

（内訳）熊本キャンパス １，６０８千円  八代キャンパス ２，９５５千円 

  ・ガス料   ４，０３９千円 

（内訳）熊本キャンパス １，８０５千円  八代キャンパス ２，２３４千円 

  ・上下水道料   ５０３千円 

（内訳）熊本キャンパス   ５０３千円  八代キャンパス      ０円 

 

１０．契約締結 

選定の結果、契約予定者と企画提案書を基に契約条件を調整する。  

 

１１．その他 

（１）契約手続において使用する言語及び通貨  日本語及び日本国通貨 

（２）本件に要した費用については、選定結果に拘らず参加者の負担とする。 

（３）その他詳細については、学寮給食業務及び学生教職員食堂業務委託契約書（案）、学

寮給食業務委託実施細目、学生教職員食堂業務委託実施細目並びに関係法令によるもの

とする。 



別紙 様式１ 

 

 

企画競争参加表明書 

 

 

 

熊本高等専門学校学寮給食及び学生教職員食堂業務委託に関する企画競

争に参加します。 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

 
 

 

               住所 

               商号又は名称                     

               代表者氏名                      

               担当者氏名 

               電話番号 

               ＦＡＸ番号 

               E-mail 

 

  



別紙 様式２ 

 

整理番号  

 

 

 

 

 

 

熊本高等専門学校学寮給食及び学生教職員食堂業務委託 

企 画 提 案 書 

 

 

 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

 
 
 
 
 
 
 
                 住所 
                 商号又は名称 
                代表者氏名 

                             

                  
担当者氏名 

                 電話番号 
                 ＦＡＸ番号 
                 E－ｍａｉｌ 



給食材料 予定数量 単位 仕入先 仕入先住所 電話番号 生産者名 生産者住所 電話番号 生産方法
認証登録

等

遺伝子組
換食品使
用の有無

備　　考

穀類

いも及びでんぷん類

砂糖及び甘味類

豆類

種実類

野菜類

果実類

きのこ類

藻類

魚介類

肉類

卵類

乳類

油脂類

菓子類

し好飲料類

調味料及び香辛料類

調理加工食品類

食　材　調　査　票

別紙 様式３



給食材料 予定数量 単位 仕入先 仕入先住所 電話番号 生産者名 生産者住所 電話番号 生産方法
認証登録

等

遺伝子組
換食品使
用の有無

備　　考

穀類
米 10,000 Ｋｇ ＪＡ熊本 合志市須屋１２３４ 096-242-4190 不明 不明

こむぎ 5,000 Ｋｇ 〃 〃 〃 熊本　太郎 合志市４３２１ 096-242-4321 慣行農法

いも及びでんぷん類

さつまいも 500 Ｋｇ ＪＡ八代 八代市平山新町２６２７0965-53-1223 不明 不明

さといも 300 Ｋｇ （株）青空青果 八代市３２１ 0965-11-1111 中国 不明 冷凍食品

砂糖及び甘味類

上白糖 400 Ｋｇ 八代商店 八代市平山新町１２３４0965-22-2222 （株）佐藤 熊本市１２３ 096-333-3333

黒砂糖 200 Ｋｇ 〃 〃 〃 （株）天草 天草市１０００ 0969-55-5555

豆類

あずき 100 Ｋｇ ＪＡ熊本 合志市須屋１２３４ 096-242-4190 不明 合志市１２３ 096-242-1234 有機農法 有機ＪＡＳ

いんげん 100 Ｋｇ ＪＡ八代 八代市平山新町２６２７0965-53-1223 八代　太郎 八代市２２２ 0965-12-1212 慣行農法

種実類

かぼちゃ 200 個 （株）青空青果 八代市３２１ 0965-11-1111 台湾 不明

すいか 50 個 〃 〃 〃 植木　五郎 熊本市４５６ 0120-11-1111 慣行農法

野菜類

キャベツ 200 Ｋｇ ＪＡ宇城 宇城市１２３４ 0964-32-1234 宇城　太郎 宇城市７７７ 0964-32-7777 有機農法 有機ＪＡＳ

きゅうり 100 Ｋｇ 〃 〃 〃 〃 〃 〃 慣行農法

果実類

いちご 50 Ｋｇ ＪＡ熊本 合志市須屋１２３４ 096-242-4190 熊本　花子 合志市７６５ 0965-88-8888 有機農法 有機ＪＡＳ

ネーブル 50 Ｋｇ （株）青空青果 八代市３２１ 0965-11-1111 アメリカ 不明

きのこ類

えのきたけ 30 Ｋｇ （株）青空青果 八代市３２１ 096-242-4190 中国 不明

しいたけ 30 Ｋｇ 〃 〃 〃 中国 不明

藻類

あおのり 100 Ｋｇ 天草漁協 天草市３３３ 0969-87-6543 天草　花子 天草市１１１ 0969-11-1111

ひじき 100 Ｋｇ 〃 〃 〃 不明

魚介類

たい 200 Ｋｇ 天草漁協 天草市３３３ 0969-87-6543 天草　太郎 天草市３４５ 0969-77-8899 養殖

カレイ 300 Ｋｇ （株）南国冷凍 八代市５５５ 0965-87-6543 タイ 養殖

肉類

うし 600 Ｋｇ （株）南国冷凍 八代市５５５ 0965-87-6543 オーストラリア 飼養

ぶた 500 Ｋｇ 〃 〃 〃 鹿児島　次郎 鹿児島市３３３ 飼養

卵類
鶏卵 1,000 個 天草農協 天草市４５６ 0969-54-3210 天草　桃子 天草市5533 0969-11-0011 無精卵

うずら卵 500 個 上天草農協 上天草市７８９ 0969-45-0123 天草　夢子 上天草市7788 0969-89-9889

乳類

加工乳 1,000 本 熊本食品（株） 合志市須屋３２１ 096-242-1234 （株）明治乳業 東京都８６４ 03-3456-7891

ヨーグルト 1,000 本 〃 〃 〃 〃 〃 〃

油脂類

ごま油 40 ㍑ 八代食品（株） 八代市平山新町５６７８0965-22-3456 （株）熊本油脂 熊本市３２ 096-321-9876

有塩バター 10 Ｋｇ 〃 〃 〃 （株）明治乳業 東京都８６４ 03-3456-7891

菓子類

あんパン 200 個 宇城製パン 宇城市２２２２ 0965-987-654 仕入先と同じ 無

ゼリー 200 個 八代製菓 八代市２６５４ 0965-55-6688 仕入先と同じ 無

し好飲料類

みりん 300 本 八代商店 八代市平山新町１２３４0965-22-2222 宝酒造 京都市 075-241-5111

紹興酒 100 本 〃 〃 〃 〃 〃 〃

調味料及び香辛料類

こいくち醤油 300 本 八代商店 八代市平山新町１２３４0965-22-2222 キッコーマン醤油 大阪市７８９

みそ 100 Ｋｇ 〃 〃 〃 （株）佐藤 熊本市１２３ 096-333-3333

調理加工食品類

コーンクリームスープ 100 Ｋｇ 八代商店 八代市平山新町１２３４0965-22-2222 味の素株式会社 東京都中央区 092-451-2384

ぎょうざ 100 Ｋｇ 〃 〃 〃 味の素冷凍食品株式会社 東京都中央区 0120-303-010

食　材　調　査　票（記入例）

別紙 様式３



食材調査票記入上の注意

○食品分類は文部科学省ホームページ掲載の「食品成分データベース」を基に分類。

（参照ＵＲＬ：http://fooddb.mext.go.jp/whats.html）

○食材は分類ごとに１０種類程度記入下さい。

○仕入先等は判る範囲で記入下さい。

○輸入品の場合は、生産者名欄に国名を記入下さい。

○認証登録等については各種団体にて受けているものがあれば資料を添付下さい。

○冷凍食品の場合は備考欄に記入下さい。

○慣行農法とは現在の農薬・化学肥料使用の農法をいう。

○有機農法の具体的な要件は

　　・農薬や化学肥料は原則として使用しないこと。

　　・種まきまたは植付けの時点からさかのぼり２年以上（多年生作物にあっては、最初の収穫前３年以上）、

　　 禁止されている農薬や化学肥料を使用していない水田や畑で栽培されていること。

○不明な点は管理課契約係（0965-53-1216）までお尋ね下さい。


